
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

(参考)Ⅲ－３平均

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

 (3) ラスパイレス指数の状況

（注）１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を
　　用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数。

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。
      ３　ラスパイレス指数（地域手当補正後ラスパイレス指数を含む）の算出に当たっては、60歳に達した日後の最初の４月１日
　　　　　　以後に支給される給料月額について、本来の給料月額の７割水準に設定される職員を除いている。

※　令和６年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、②３年連続で上昇している場合、
　③１００を超えている場合について、その理由及び改善の見込み

区　分

５年度

区　分

５年度

　　　２　職員数については、６年３月３１日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）、
　　　　定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を含まない。
　　　３　給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用短時間勤務職員の
　　　　給与費が含まれているが、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。

期末･勤勉手当 計 　Ｂ 給与費 　Ｂ/Ａ 一人当たり給与費

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

643 2,487,142 767,465 1,118,598 4,373,205 6,801 6,361

129,468 61,008,597 2,091,487 6,946,064 11.4 11.9

職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 (参考)一人当たり

Ａ 給　 料

青梅市の給与・定員管理等について

住民基本台帳人口 歳出額 実質収支 人件費 人件費率 （参考）

令和6年1月1日 Ａ Ｂ Ｂ／Ａ ４年度の人件費率

人　 千円 千円 千円 ％ ％

職員手当
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（4）給与改定の状況
①月例給

　　　　　　　

円

（ ％）

②特別給（期末・勤勉手当）

　　　　　　　

（5）給与制度の総合的見直しの実施状況について

①給料表の見直し

【　　実施　　　・　　　未実施　　】

実施内容（平均引下げ率、実施（実施予定）時期、経過措置の有無等具体的な内容（未実施の場合には、その理由））

②地域手当の見直し

実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合）

（支給割合）国基準１５％に対し、青梅市においても１５％を支給。
（実施時期）平成２７年４月１日より実施。段階的に支給割合を引上げることとし、平成２７年４月１日時点は１２％、

給与改定後は平成２７年４月に遡及し１３％、平成２８年４月１日からは１５％を支給。

（参考）

③その他の見直し内容

区　分 給　与　改　定　率

５年度

（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス比較した
　　平均給与月額である。

区　分 年間支給月数

５年度

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し等に取
り組むとされている。

（給料表の改定実施時期）平成２７年４月１日
（内容）一般行政職の給料表について、平均1.7％引下げた（東京都の給料表に準拠した改定内容）。
　　　　他の給料表については、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施した。

平成26年度
の支給割合

平成28年度～令和5年度
の支給割合

15%

青梅市の支給割合 10% 12% 13% 15% 15%

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」は
　　期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。

・扶養手当の特定期間（満15 歳に達する日後の最初の４月１日から満22 歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間）
にある子の加算額を4,500円から4,000円に減額（東京都の制度に準拠した）。
・特殊勤務手当（じんかい処理施設作業手当、福祉現業手当）の月額3,000円から日額150円に見直し。
（平成２７年４月１日実施）

令和６年度
の支給割合

月 月 月 月 月 月

4.63 4.55 0.08 0.10 4.65 4.50

平成27年度の支給割合

4月1日時点 遡及改定後

国基準による支給割合 10% 11% 13% 15%

409,882 406,313 0.88 0.90 0.90 1.10

人事委員会の勧告 （参考）

民間の支給 公務員の 較差 勧　告 国　の　年　間

割合　　　　  A 支給月数　　 B A-B （改定月数） 支　給　月　数

人事委員会の勧告 （参考）

民間給与 公務員給与 較差 勧　告 国　の　改　定　率

A B A-B （改定率）

円 円 3,569 ％ ％ ％
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（６年４月１日現在）
　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　　②一般技能職

歳

歳 歳

歳 歳

歳

歳

歳

（注）１　「平均給料月額」とは、６年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均である。
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の　　　 
　　　　額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。　　
　　　　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたもの）で
　　　　算出している。

　　　※　民間データは、厚生労働省が公表する「賃金構造基本統計調査」（賃金センサス）において公表されているデータを使用した
　　　　ものである。（令和３年度から令和５年度までの３ヶ年平均）
　　　※　一般技能職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。
　　　※　年収ベースの「公務員(Ｃ)」及び「民間(Ｄ)」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に
　　　　支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

　　（賃金センサス）
　　　　賃金センサスとは、主要産業に雇用される労働者について、その賃金の実態を明らかにすることを目的に厚生労働省が実施する
　　　調査です。
　　　　一般技能職の給与については、総務省通知に基づき、総務省が提供する賃金センサスに基づく民間類似職種の賃金と比較してお
　　　りますが、賃金センサスにおいては、公務類似でない産業のデータを含んでいることや日々雇用者等のデータも含んでいる等の違
　　　いがあり、単純に比較することは適切ではありませんが、民間の給与水準として参考に記載しています。

 (2) 職員の初任給の状況（６年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円

 (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（６年４月１日現在）

円 円 円

区　　分

一般行政職

一般技能職

一般行政職

一般技能職

高　校　卒 － － －

高　校　卒 － － －

中　学　卒 － － －

高　校　卒 160,100 160,100 166,600

高　校　卒 157,500 157,500 －

中　学　卒 － － －

区　　　　分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年

大　学　卒 277,867 324,971 364,971

う ち 学 校 給 食 員 6,244,532 円 4,112,800 円 1.52

う ち 用 務 員 4,992,128 円 3,297,300 円 1.51

区　　　　　分 青  梅  市 東　京　都 国

大　学　卒 196,200 196,200 196,200

類似団体 53.0 316,762 円 372,923 円 354,212 円 ― ― ― ―

参考

年収ベース（試算値）の比較

公務員
（Ｃ）

民間
（Ｄ）

Ｃ/Ｄ

青梅市 ― ― ―

東京都 50.5 286,976 円 388,004 円 353,700 円 ― ― ― ―

国 51.2 288,144 円 － 330,553 円 ― ― ― ―

う ち 用 務 員 61.3 263,000 円 310,244 円 303,350 円 用務員 49.1 244,800 円 1.27

青梅市 59.6 297,300 円 352,635 円 343,942 円 ― ― ― ―

う ち 学 校 給 食 員 59.5 321,800 円 376,011 円 370,100 円 飲食物調理従事者 41.9 313,100 円 1.20

国 42.1 323,823 － 405,378

類似団体 42.1 316,955 406,373 367,288

公　務　員 民　　間 参考

平均年齢 平均給料月額
平均給与月額

（Ａ）

平均給与月額
（国比較ベー

ス）

対応する民間
の類似職種

平均年齢
平均給与月額

（Ｂ）
Ａ／Ｂ

区　　分

平均給与月額

（国比較ベース）

青梅市 42.1 314,600 420,711 382,217

東京都 42.5 318,089 458,519 400,162

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額区　　分
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３　一般行政職の級別職員数等の状況

 (1) 一般行政職の級別職員数の状況（６年４月１日現在）

（注）１　青梅市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

 (2) 国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（６年４月１日現在）

２級

４級 課長 49人 9.2%

３級 係長 142人 26.5%

33.5%

１級 主事 150人 28.0%

主任 179人

区　　分 標準的な職務内容 職員数 構成比

５級 部長 15人 2.8%

１級 28.0% １級 25.9%

２級 33.5% ２級 34.5%

３級 26.5% ３級 27.2%

４級 9.2% ４級 9.7%

５級 2.8% ５級 2.7%
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（3）昇給への人事評価の活用状況（青梅市）

　イ．　人事評価を活用している

　ロ．　人事評価を活用していない

４　職員の手当の状況

 (1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（５年度支給割合） （５年度支給割合） （５年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・ 職務段階等加算 3～20％ ・ 職務段階別加算  3～20％ ・ 役職加算  　 5～20％

・ 管理職加算 　　15～25％ ・ 管理職加算  10～25％

（注）１　(  )内は、暫定再任用職員に係る支給割合である。

　　　２　役職により期末手当・勤勉手当の配分が異なる。

○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）（青梅市）

　イ．　人事評価を活用している

活用している成績率

上位、標準、下位の成績率

上位、標準の成績率

標準、下位の成績率

標準の成績率のみ（一律）

　ロ．　人事評価を活用していない

活用予定時期

 (2) 退職手当（６年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（割増率２～４５％）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）１　退職手当の１人当たり平均支給額は、５年度に退職した職員に支給された平均額である。

　　　　ことなく退職した場合を含む。

 (3) 地域手当（６年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

令和６年度中における運用 管理職員 一般職員

―

　　活用予定時期

青　　　　　梅　　　　　市 東　　　　　京　　　　　都 国

１人当たり平均支給額（５年度） １人当たり平均支給額（５年度）

1,630 1,907

　　　上位、標準、下位の区分 ○ ○ ○ ○

43.00 43.00 47.709 47.709

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

13,255 29,509

支給実績（５年度決算） 425,375

支給職員１人当たり平均支給年額（５年度決算） 543

支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

15 784 15

　　　２　「応募認定・定年」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後その者の非違によ
る

青　　　　　　　　梅　　　　　　　　市 国

自己都合 応募認定・定年 自己都合 応募認定・定年

23.00 23.00 19.6695 24.586875

30.50 30.50 28.0395 33.27075

43.00 43.00 39.7575 47.709

1.35 1.10 1.35 1.10 1.375 0.975

支給可能
な成績率

支給実績が
ある成績率

支給可能
な成績率

支給実績が
ある成績率

○ ○ ○ ○

令和６年度中における運用 管理職員 一般職員

2.40 2.25 2.40 2.25 2.45 2.05

　　　上位、標準の区分

　　　標準、下位の区分

　　　標準の区分のみ（一律）

　　活用している昇給区分
昇給可能
な区分

昇給実績が
ある区分

昇給可能
な区分

昇給実績が
ある区分
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 (4) 特殊勤務手当（６年４月１日現在）

支給実績（５年度決算） 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（５年度決算） 　円

職員全体に占める手当支給職員の割合（５年度） 　％

手当の種類（手当数） 8

感染症防疫作業に従事した者

行旅死亡人の取扱いに従事した者

行旅病人の救護に従事した者

へい獣の処理に従事した者

常時じんかい処理施設に機械操作に従事した者

 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）１　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

　　　２　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（５年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数

　　　　（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

 (6) その他の手当（６年４月１日現在）

円

円

円

円管理職手当
課長  80,000円
担当部長  92,600円　部長  106,500円

異 71,475 千円 1,021,071

扶養手当

配偶者  6,000円（3,000円）
子ども　9,000円
その他の親族  6,000円（3,000円）
※()内は、課長職
満16歳の年度初めから満22歳の年度末まで
の子1人につき4,000円を加算

異 48,168 千円 195,012

住居手当
管理職を除く35歳未満の世帯主等
（借家・借間）　　15,000円

異 15,517 千円 156,737

通勤手当 運賃相当額 同 34,256 千円 65,002

危険業務手当
爆発物等の危険物および劇毒薬を使用する作業ならびに
電気設備等の相当危険な修繕作業に従事した者

日額 150円

支 給 実 績 （ ５ 年 度 決 算 ） 225,078

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ５ 年 度 決 算 ） 329

支 給 実 績 （ ４ 年 度 決 算 ） 235,583

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ４ 年 度 決 算 ） 343

支給職員１人当たり
手　当　名 平均支給年額

（５年度決算）

医師手当 健康センターにおいて診療業務に従事する医師および歯科医師 月額

経験年数により
100,000、120,000
150,000、170,000
180,000、200,000

内容及び支給単価
国の制度
との異同

支給実績
（５年度決算）

日額 1,000円

へい獣処理手当 日額 200円

じんかい処理施設
作業手当

日額 150円

生活保護および福祉の増進にかかる著しく困難な措置、訪問およ
び相談に従事した者

日額 150円

重症精神患者の移送に従事した者 日額 150円

孤立死等で発見された死亡人の取扱いに従事した者 １回 3,000円

行旅死病人取扱手当

福祉現業手当

1,574

28,114

7.0

手当の名称 主な支給対象職員・業務 左記職員に対する支給単価

庁外において市税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医
療保険料ならびに下水道事業受益者負担金の賦課に従事した者

日額 150円

庁外において市税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医
療保険料ならびに下水道事業受益者負担金の徴収および滞納処分
に従事した者

日額 420円

防疫作業手当 日額 300円

１回 3,000円

賦課、徴収事務手当
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５　特別職の報酬等の状況（６年４月１日現在）

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

月分

（算定方式） （１期の手当額）

給料月額 × 勤続１年につき ３３０／１００ 円

給料月額 × 勤続１年につき ２７７／１００ 円

（注）退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）
　　勤めた場合における退職手当の見込額である。

６　職員数の状況

 (1) 部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

＜参考＞

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　人
（類似団体の人口１万人当たり職員数48.35人）

＜参考＞

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　人
（類似団体の人口１万人当たり職員数62.69人）

＜参考＞
人口１万当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

648 643

土木 98 102 △ 4 組織改正および任用変更による減員

42.48

教育部門 98 101 △ 3 再任用職員配置による減員

50.05

備　　　　考

職 員 数

公
営
企
業
等

会
計
部
門

合　　計 1,528 1,527 1

報

酬

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

期
末
手
当

　　（５年度支給割合）
　　　　　4.65　  月分

退
職
手
当

下水道 19 20 △ 1 組織改正による減員

その他 60 62 △ 2 組織改正による減員

小　計 880 884 △ 4

[1,786］ [1,619］ [    0］ 118.02

病院 801 802 △ 1 組織改正による減員

5

計 550 542 8

小　計

民生 114 105 9 組織改正および欠員補充による増員

衛生 49 50 △ 1 再任用職員配置による減員

農林水産 9 11 △ 2 組織改正による減員

商工 12 13 △ 1 組織改正による減員

令和６年 令和５年

議会 10 11 △ 1 再任用職員配置による減員

総務・企画 206 197 9 組織改正による増員

税務 52 53 △ 1 組織改正による減員

　　　　　　　　区
分

対前年
増減数

主な増減理由

副 市 長 4.65

議 長

副 議 長

議 員

（支給時期）

市 長 13,332,000 任期毎

副 市 長 9,750,400 任期毎

議 長 625,000 760,000 450,000

副 議 長 560,000 670,000 400,000

議 員 530,000 620,000 377,000

市 長 　　（５年度支給割合）

区 分 給　　　　料　　　　月　　　　額　　　　等

（参考）類似団体における最高／最低額

市 長 1,010,000 1,030,000 686,000

副 市 長 880,000 880,000 680,000

給

料
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 (2) 年齢別職員構成の状況（６年４月１日現在）

                                                                                                                      

　

(3)職員数の推移 （単位：人・％）

( %)

( %)

( %)

( %)

( %)

（注）　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

区　分

職員数

　　　　　年度

 部門別
元年 ２年

公営企業
等会計計

858 870 892 883 884 880 22 2.6

総合計 1,480 1,504 1,517 1,520 1,527 1,528 48 3.2

教育 117 116 102 102 101 98 △ 19 △ 16.2

普通会計計 622 634 625 637 643 648 26 4.2

0 27 90 65 72 69 64 50 54 84 75 62 712

一般行政 505 518 523 535 542 550 45 8.9

３年 ４年 ５年 ６年
過去５年間の
増減数（率）

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

計

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

構成比

５年前の構成比

%
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７　公営企業職員の状況

　(1)　病院事業
  　① 職員給与費の状況
　決算

職員給与費 　（参考）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（６年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）１　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

　　　２　平均年齢、基本給及び平均月収額は、会計年度任用職員を含んで算出している。

 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（５年度支給割合） （５年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・ 職務段階等加算 3～20％ ・ 職務段階等加算 3～20％

（注）１　(  )内は、暫定再任用職員に係る支給割合である。

　　　２　役職により期末手当・勤勉手当の配分が異なる。

イ　退職手当（６年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）１　退職手当の１人当たり平均支給額は、５年度に退職した職員に支給された平均額である。

　　　２　「応募認定・定年」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後その者の非違による

　　　　ことなく退職した場合を含む。

ウ　地域手当（６年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

　　　３　給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用短時間勤務職員の
　　　　給与費が含まれているが、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。

５年度

５年度

2.40 2.25 2.40 2.25

1.35 1.10 1.35 1.10

青梅市（病院事業） 青梅市（一般行政職）

応募認定・定年

23.00 23.00 23.00 23.00

30.50

581

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

医 師

43.00 43.00 43.00 43.00

43.00 43.00 43.00 43.00

2,637 18,163 13,255 29,509

支給実績（５年度決算） 469,267

支給職員１人当たり平均支給年額（５年度決算）

応募認定・定年

市 町 村 病 院
事 業 平 均

千円

788

全職員 15 808 15

7,252

区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

38.7 399,880 771,372

看 護 師 40.2 322,637 535,136

41.3 303,695 498,220

事 務 職 員 46.4 323,562 507,447

青梅市（病院事業）

30.50 30.50 30.50

医 師 43.4 567,868 1,407,938

青梅市（一般行政職）

１人当たり平均支給額（５年度） １人当たり平均支給額（５年度）

1,695 1,630

19,004,985 △ 575,293 7,608,159 40.0 42.1

　 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり

人 千円 千円　　　　　千円 千円 千円

事 務 職 員 47.6 248,814 363,108

2,945,811 1,837,915 1,368,320 6,152,046 7,807

看 護 師

　　　２　職員数については、６年３月３１日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）、
　　　　定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を含まない。

(参考)市町村病院事業職員

A 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　Ｂ 給与費 　　B/A 一人当たり給与費

区　分 総費用 純損益又は実 総費用に占める

　質収支 職員給与費比率 ４年度の総費用に占
Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

　　　千円 千円　 千円　 ％ ％
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エ　特殊勤務手当（６年４月１日現在）

支給実績（５年度決算） 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（５年度決算） 　円

職員全体に占める手当支給職員の割合（５年度） 　％

手当の種類（手当数）

分べん手当

麻酔手当

1分べん

正規の勤務時間内
　10,000円
正規の勤務時間外、休日
　20,000円
正規の勤務時間外、休日にハイ
リスクまたは緊急処置に要した
場合
　40,000円

診療報酬点数表により算定した麻酔料の
100分の５の額の範囲内で管理者が定め
た額

ヘリコプター搭乗手当

一般事務、医療事務、土木技術、建築技術、機械技術および電気技術の
職務に従事する職員以外の職員で年末年始に勤務した者（宿直勤務また
は日直勤務従事者を除く。）

日額

従事時間（1日）
3時間30分以上7時間30分未満
　4,500円
7時間30分以上
　9,000円

150円

休日および診療時間外に産婦人科医師の要請にもとづき分べん業務に従
事した小児科医師

1分べん 10,000円

全身麻酔を行う業務に従事した医師

年末年始勤務手当

救急車等に搭乗し、救急業務に従事した救急救命士および看護師 1回 2,500円

分べん業務に従事した産婦人科の医師

ヘリコプターに搭乗し、救急業務に従事した医師 1回 10,000円

(1) 専ら精神病棟に勤務し、看護業務または作業療法に従事した看護職
員、看護補助者および作業療法士
(2) 専ら細菌、その他感染の危険のある業務に従事した臨床検査技師お
よび血液浄化センターに勤務した臨床工学技士
(3) 精神病棟および感染症病床において診断、治療看護または病室内に
おいて事務に従事した者ならびに感染症病床において作業に従事した者
(4) レントゲン、コバルト装置等の操作または補助業務に従事した者
(5) 血液浄化センターにおいて透析業務に従事した看護職員

日額 200円

(6) 新型コロナウイルス感染症患者（疑い患者を含む。以下同じ。）に
対し、必要な感染防護具を着用し、直接治療、検査または看護の業務に
従事した者

1勤務

1,000円
ただし、令和4年8月1日から当
分の間の勤務にかかる支給額
は、1勤務につき3,000円とす
る。

(7) 新型コロナウイルス感染症患者にかかる感染リスクのある作業に従
事した者（前号に掲げる者を除く。）

1勤務 500円

医師手当 診療業務に従事する医師および歯科医師 月額

医師免許取得後
20年未満
　180,000円
20年以上
　200,000円
ただし、管理者が特別に加算が
必要と判断した場合は上記の金
額に100分の200を限度として管
理者が定めた率を乗じた額

救急車搭乗手当

危険手当

救急車等に搭乗し、救急業務に従事した医師 1回 5,000円

743,776

―

―

25

手当の名称 主な支給対象職員・業務 左記職員に対する支給単価

防疫作業手当 感染症防疫作業に従事した者 日額

危険業務手当
電気技術および一般業務の業務に従事する職務にある職員で、これらの
職員が管理する電気設備等の分解、取替え、修理またはこれらの作業に
伴う試験調整作業に従事した者

日額

300円

ヘリコプターに搭乗し、救急業務に従事した救急救命士および看護師 1回 5,000円
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派遣手当 東京都地域医療支援ドクター事業により派遣された医師 日額
10,000円
ただし、１月につき25日分を上
限とする。

主治医手当 入院患者を担当した医師（退院時に担当していた医師に限る。）

入院患者１人につき１日200円
ただし、退院時要約を患者の退院日の翌
日から起算して14日を超えて診療情報管
理室に提出した場合は、入院患者１人に
つき１日100円
ただし、支給期間は、患者１人につき90
日を上限とする。

中央手術室勤務手当 診療局中央手術室において手術の介助に従事する看護職員 日額 100円

休日等の救急業務に備えて自宅待機を命ぜられた医師
1回

午前８時30分から午後５時15分
までの間待機した場合
　6,000円
午後零時から午後５時15分まで
の間待機した場合
　3,000円
午後５時15分から翌日の午前８
時30分までの間待機した場合
　6,000円

休日等の救急業務に備えて自宅待機を命ぜられた診療放射線技師および
臨床工学技士

1回

午前８時30分から午後５時15分
までの間待機した場合
　4,000円
午後零時から午後５時15分まで
の間待機した場合
　2,000円
午後５時15分から翌日の午前８
時30分までの間待機した場合
　4,000円

緊急手術手当
救急外来患者および病状が急変した入院患者について、手術室（血管造
影室および内視鏡室を含む。）において手術（診療時間外に手術が開始
されたものに限る。）に従事した医師

術者
　手術１回につき、診療報酬点数表によ
り算定した手術料の100分の５の額
助手
　手術１回につき、診療報酬点数表によ
り算定した手術料の100分の２の額

画像診断手当
画像診断を専ら担当した医師（専ら画像診断を担当した経験を10年以上
有する者または専門医に限る。） 1件

診療報酬点数表の画像診断管理
加算２に関する画像診断
100円

自宅待機手当

呼出しを受けて休日等の救急業務に従事した医師 1回 5,000円

呼出しを受けて休日等の救急業務に従事した診療放射線技師、臨床検査
技師、臨床工学技士、救急救命士および看護職員

1回 2,000円

助産師手当 分べん介助に従事する助産師 日額 100円

夜間看護手当
助産師および看護職員で、正規の勤務時間による勤務の一部または全部
が夜間において行われる看護等の業務に従事した者 1勤務

午後10時から午前５時までの間
に従事した場合
　6,000円
午後５時から午後10時までの間
に４時間以上従事した場合（午
後10時以降も引続き勤務した場
合を除く。）
　2,000円

ただし、小学校就学の始期に達
するまでの子を夜間保育所に預
け２交替制勤務における夜間帯
に従事した場合は１勤務につき
13,000円を加算する。また、３
交替制勤務および４交替制勤務
における夜間帯に従事した場合
は１勤務につき10,500円を加算
する。

交替制勤務者業務手当
正規の勤務時間による勤務の一部または全部が夜間において行われる業
務に従事した薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師および救急救命士

1勤務
午後10時から午前５時までの間
に従事した場合
　4,000円

緊急登院手当

正規の勤務時間外および休日の診療業務に直接従事した医師

従事時間が1時間以内
　2,000円
1時間を超える場合30分ごとに
　1,000円　を加算
ただし、深夜時間帯は単価に100分の150
を乗じた額

呼出しを受けて休日等の救急業務に従事した医療技術系の職員で、管理
職手当の支給を受ける者

従事時間が1時間以内
　1,000円
1時間を超える場合30分ごとに
　500円　を加算
ただし、深夜時間帯は単価に100分の150
を乗じた額

救急診療業務手当
正規の勤務時間が夜間および休診日に割り振られて救急診療業務に従事
した救急科医師および管理者が指定した医師

1勤務 40,000円

診療業務手当
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オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）１　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

　　　２　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（５年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数

　　　　（管理職員、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

カ　その他の手当（６年４月１日現在）  

円

円

円

円

円

円

円

日額
4,000円以内で管理者が定めた
額

特定看護分野従事手当

管理職手当

院長　140,800円、副院長・診療局
長・救命救急センター長　135,100
円、事務局長・看護局長・部長・室
長（医療職）・センター長　106,500
円、副部長・副室長　96,900円、担
当部長　92,600円、薬剤部長・看護
局次長・課長・主幹・室長（行政
職）　80,000円、科長・看護師長
70,000円、医長　67,000円

同 127,050 千円 969,847

初任給調整手当

専門的知識を必要とし、かつ、採用
による欠員の補充が困難であると認
められる職に新たに採用された職員
に対して支給する。

― 4,525 千円 43,510

通勤手当 運賃相当額 同 47,432 千円 78,922

夜間勤務手当

正規の勤務時間として午後10時から
翌日の午前5時までの間に勤務する職
員に対し、勤務１時間当たりの給与
額の25/100

同 73,634 千円 149,967

宿日直手当

正規の勤務時間以外の時間において
宿直勤務または日直勤務に従事した
職員に対し、勤務１回につき、医師
30,000円以内、看護師長以上の職に
ある者16,000円以内、その他の職員
14,000円以内を支給する。
ただし、勤務時間が５時間未満の場
合は、その勤務１回につき当該手当
の２分の１の額とする。
※小学校就学の始期に達するまでの
子を夜間保育所に預け、宿日直勤務
に従事した医療職給料表(一)または
療職給料表(三)の適用を受ける職員
については、前項に定める額に
13,000円を加算

異

宿直勤務または日
直勤務を命ぜられ
た職員には、その
勤務１回につき
13,000円以内を宿
日直手当として支
給する。ただし、
宿直勤務または日
直勤務にかかる勤
務時間が５時間未
満の場合は、その
勤務１回につき２
分の１の額とす
る。

90,398 千円 821,800

支給職員１人当たり
手　当　名 平均支給年額

（５年度決算）

扶養手当

配偶者  6,000円（3,000円）
子ども　9,000円
その他の親族  6,000円(3,000円)
※()内は、課長職
満16歳の年度初めから満22歳の年度
末までの子1人につき4,000円を加算

同 51,839 千円 215,996

住居手当
管理職を除く35歳未満の世帯主等
（借家・借間）　15,000円

同 15,365 千円 155,202

内容及び支給単価
一般行政職の制

度との異同
一般行政職の制
度と異なる内容

支給実績
（５年度決算）

(3) 病棟等に勤務する看護師が、特定の看護分野にかかる業務のうち、
院内感染防止対策の推進その他の業務（管理者が定めるものに限る。）
に従事したとき（(2)に規定する場合を除く。）。

日額 700円以内で管理者が定めた額

助産師および看護職員 月額 12,000円

支 給 実 績 （ ５ 年 度 決 算 ） 234,541

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ５ 年 度 決 算 ） 289

支 給 実 績 （ ４ 年 度 決 算 ） 198,397

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ４ 年 度 決 算 ） 290

看護職員手当

新生児担当医手当 新生児特定集中治療室において新生児を担当した医師
新生児特定集中治療室に入院する新生児
１人につき10,000円
ただし、入院初日に限り支給する。

病理診断手当
病理診断を専ら担当した医師（専ら病理診断を担当した経験を７年以上
有する者または専門医に限る。）

診療報酬点数表の病理診断管理加算１ま
たは２に関する病理診断１件につき100
円

(1) 診療看護師の資格を有する看護師が、診療看護の業務に専ら従事し
たとき。

(2) 看護師が、医療安全対策、感染管理その他特定の看護分野（以下
「特定の看護分野」という。）にかかる業務のうち、医療安全管理者、
感染管理担当その他の業務（管理者が定めるものに限る。）に専ら従事
したとき。

日額
2,500円以内で管理者が定めた
額
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　(1)　ボートレース事業
  　① 職員給与費の状況
　決算

職員給与費 　（参考）

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（６年４月１日現在）

歳 円 円

（注）１　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

　　　２　平均年齢、基本給及び平均月収額は、会計年度任用職員を含んで算出している。

 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（５年度支給割合） （５年度支給割合）

　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・ 職務段階等加算 3～20％ ・ 職務段階等加算 3～20％

（注）１　(  )内は、暫定再任用職員に係る支給割合である。

　　　２　役職により期末手当・勤勉手当の配分が異なる。

イ　地域手当（６年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

ウ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）１　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

　　　２　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（５年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数

　　　　（管理職員、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

エ　その他の手当（６年４月１日現在）  

円

円

円

円

　　　２　職員数については、６年３月３１日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）、
　　　　定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を含まない。
　　　３　給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用短時間勤務職員の
　　　　給与費が含まれているが、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。

通勤手当 運賃相当額 同 3,041 千円 202,733

管理職手当
課長  80,000円
部長  106,500円

同 2,238 千円 1,119,000

住居手当
管理職を除く35歳未満の世帯主等
（借家・借間）　15,000円

同 360 千円 180,000

内容及び支給単価
一般行政職の制

度との異同
一般行政職の制
度と異なる内容

全職員 15 16 15

支 給 実 績 （ ５ 年 度 決 算 ） 3,005

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ５ 年 度 決 算 ） 215

支 給 実 績 （ ４ 年 度 決 算 ） 2,847

（５年度決算）

扶養手当

配偶者  6,000円（3,000円）
子ども　9,000円
その他の親族  6,000円(3,000円)
※()内は、課長職
満16歳の年度初めから満22歳の年度
末までの子1人につき4,000円を加算

同 1,104 千円 157,714

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ４ 年 度 決 算 ） 204

支給実績 支給職員１人当たり
手　当　名 （５年度決算） 平均支給年額

１人当たり平均支給額（５年度） １人当たり平均支給額（５年度）

1,326 1,630

2.40 2.25 2.40 2.25

1.35 1.10 1.35 1.10

支給実績（５年度決算） 10,310

支給職員１人当たり平均支給年額（５年度決算） 644

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

17 74,029 20,058 35,854 129,941 7,644

区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

事 務 職 員 52.6 301,890 434,191

青梅市（ボートレース事業） 青梅市（一般行政職）

５年度

　 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり
A 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　Ｂ 給与費 　　B/A

人 千円 千円　　　　　千円 千円 千円

　質収支 職員給与費比率 ４年度の総費用に占
Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

　　　千円 千円　 千円　 ％ ％

85,685,676 1,357,487 156,676 0.2 0.2
５年度

区　分 総費用 純損益又は実 総費用に占める
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